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「同一労働同一賃金」（パートタイム・有期雇用労働法）に関する改正法が、大企業は令和

２年４月１日から、中小企業は令和３年４月１日から施行されております。 

今回の研究会では「同一労働同一賃金」に関する具体的な裁判例の内容について解説して

いただき、各裁判例を踏まえた企業としての実務対応について学びます。企業経営者や人事

労務担当者など、多数のご参加を賜りますようご案内申しあげます。 

 なお、別添の当日の報告内容の概要資料をご覧いただき、追加説明のご要望やご質問がご

ざいましたらご提出ください。 

 

記 

 

１．日 時    令和４年２月１６日（水）１５：３０～１８：００ 

２．場 所  レンブラントホテル大分 ２階「二豊の間」 

          大分市田室町 9-20  ℡．(０９７)５４５-１０４０ 

３．座 長  弁護士法人アゴラ   弁護士 岩崎 哲朗 氏 

４．講 師  弁護士法人アゴラ   弁護士 上野 貴士 氏  

田中保之法律事務所  弁護士 田中 保之 氏 

弁護士法人アゴラ   弁護士 姫野  綾 氏 

５．内 容   (1) 講  義（15:30～17:30） 

(2) 質疑応答（17:30～18:00） 

６．質問等  追加説明のご要望や質問がございましたら、別紙「第３０回労働判例研究会 

質問票」を１月２５日（火）までに提出（Fax送信）ください。 

７．受講料    参加費：1人につき 6,000円 

＊なるべくお振込みでお願いします。 

＊振込先：大分銀行本店 普通預金 №７３３２３３１(大分県経営者協会)    

８．参加ご希望の方は、２月９日（水）までにお申し込みください。 

       大分県経営者協会 

        FAX.（０９７）５３６－３０１２  電話（０９７）５３２－４７４５ 

E-mail：oita-keikyo@ruby.plala.or.jp            以 上 

 

第３０回労働判例研究会のご案内 
 

テーマ：「同一労働同一賃金に関する企業の対応」 

mailto:oita-keikyo@ruby.plala.or.jp


 

 

大分県経営者協会  行（FAX：０９７－５３６－３０１２） 
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